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公益法人制度改革法施行に伴う沖縄県医師会共済会の事業について 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 沖縄県医師会共済会は、１９７２（昭和４７年）年７月に設立され、既に３７年が経過した。

設立当初３１２人*1でスタートしたが、２００９年３月末現在８０８人が加入するまでになっ

た。 

当初、月額５００円の会費であったが、給付内容を充実させるため１９８２年（昭和５７年）

４月から月額３,０００円の会費で再スタートさせ、同時に規定も新たに制定して会員の相互扶

助として大きな役割を果たすようになった。 

 特に、給付内容については、傷病のため就業不能となったときは、１日当たり１万５，００

０円を給付し、遺族給付金についても、加入年数に応じて最高６０万円を給付するなど任意に

設立した互助会としては、民間の保険会社にも見劣りしないような内容の給付水準を維持し続

けている。このように、共済会は、会員の相互扶助の精神に基づき今後とも健全な事業運営が

求められているところである。 

しかしながら、２００８年１２月１日から、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し民

による公益の増進を目的とした「公益法人制度改革法」*2が施行され、現在の公益法人（社団

法人・財団法人等）が運営している保険事業や共済事業については、公益性の有無に関わりな

く改正保険業法*3の規制対象となることから共済事業の運営を行ううえで、今後の対応等が求

められることになった。 

改正保険業法は、根拠法のない共済会等*4について、新たな保険契約者等の保護の施策とし

て小額短期保険業制度*5を導入し、これまで根拠のなかった共済を法的に区分することにより、

規制対象となった団体は、保険業法上の「特定保険業者」と定義することにより、各財務局に

届出を行い小額短期保険業者として登録制にした。さらに、不特定の者を対象としていた保険

会社を免許制にした。このような動きは、本会のような根拠法のない共済会についても、改正

保険業法との整合性が求められるようになった。 

さらに、規制の対象外となっている適用除外団体については、行政当局へ届出の必要性はな

いものの慶弔見舞金等の給付が、「社会通念上その給付金額が妥当なもの」として、１０万円

以下*6とすることが指針で示された。本会共済事業の給付金額は高く設定されており、指針に

                                                                    
1 第８４回沖縄県医師会代議員会議事録（昭和４８年３月１５日）から。 
2
 公益法人制度改革法は、以下の三つの法律から構成される 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成 18 年法律第 48 号。一般社団・財団法人法） 

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」（平成 18 年法律第 49 号。公益法人認定法 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 18 年法律第 50 号。関係法律整備法） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/ 
3 平成１８年４月１日の改正保険業法により、契約者保護の観点から、保険業法の適用範囲を見直し、特 

定の者を相手方として保険の引受けを行う事業に、原則として保険業法の規定を適用した。 
4
 根拠法のない共済事業には、１，０００人以下の者を相手方とするものであって、企業内の共済・労働組

合等の共済・学校内・地縁団体内の共済会等がある。（適用除外団体） 
5 少額短期保険業者向けの監督指針 http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syougaku/03.html#03_01 
6
 金融庁：少額短期保険業者向けの監督に係る事務処理上の留意点から無登録等業者に係る対応として「社

会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10 万円以下とする。http://www.fsa.go.jp/ordinary/ins_koueki/ 
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示された金額との整合性から、今後監督官庁からの行政上の指摘がなされた場合、他の事業へ

移管するか若しくは解散も視野に入れて検討する必要がある。 

 一方、本会はこの度の「公益法人制度改革法」に基づき、平成２５年１１月末日までに「公

益社団」か「一般社団」かのいずれかに移行することが求められており、新法人への移行に伴

い本会共済会については、給付金に対する課税の問題や積立金等が医師会財産と認められる場

合には、遊休財産*7として取り扱われる可能性あるなど、公益認定基準からみた場合、その取

扱いについて適切な判断が求められている。 

 以上のことから、公益法人制度改革法の施行に伴い本会「共済会」を、次のとおり①保険業

法との関係と②新法人へ移行した場合どのように対応したらいいのか解散・移管を含めて検討

を加えてみることにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
7 公益認定法第１６条第２項「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財

産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは

活動のため現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産とし

て内閣府令で定めるものの価格の合計額をいう。 
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第第第第１１１１章章章章    沖縄県医師会共済会沖縄県医師会共済会沖縄県医師会共済会沖縄県医師会共済会のののの設立設立設立設立のののの趣旨趣旨趣旨趣旨とととと経過経過経過経過 

    （（（（１１１１））））共済会共済会共済会共済会のののの設立経過設立経過設立経過設立経過とととと目的目的目的目的     

沖縄県医師会共済会は、当初「沖縄県医師会福祉部共済会」として１９７２年（昭和４

７年）７月に任意団体としての会員相互の扶助とその福祉を図ることを目的として設立さ

れた。いわゆる会員相互の扶助の精神に基づいた互助会や共済会は九州各県の医師会では

既に設立されており、本会でも会員の福祉の充実が叫ばれ設立をみた。設立当時、５００

円という月会費で満足のいく給付内容ではなかったが、休業見舞金や遺族給付金を設ける

ことができた。 

 （（（（２２２２））））共済会共済会共済会共済会のののの規則規則規則規則のののの改正改正改正改正     

設立後１０年を経過したことを機に、共済会の給付内容の充実すべきではないのかとの

声が高まり、当時の執行部は共済会の見直しに着手し、積立金に重点をおく考え方から休

業補償に重点をおくべきではないかとの意見が多くを占めるようになり、５００円の会費

を３，０００円に引き上げて九州各県並みの給付水準にすべく昭和５７年４月規則の改正

*8がおこなわれ現在まで至っている。 

 

第第第第２２２２章章章章    沖縄県医師会共済会沖縄県医師会共済会沖縄県医師会共済会沖縄県医師会共済会のののの現状現状現状現状 

    （（（（１１１１））））共済会会員数共済会会員数共済会会員数共済会会員数のののの構成構成構成構成 

   図１に示したとおり、共済会の会員はＡ会員（強制加入）とＢ会員（任意加入）とに区

分されている。  

図１ Ｈ１０年からＨ２０までの共済会会員数の推移 

 

                           ※各年度共済会決算書から 

              
                                                                    
8 昭和５７年３月２６日開催の第１１８回沖縄県医師会定例代議員会にて承認された。ただ、共済会は本来、

積立金の果実（利息）で給付することを目的としていたが、５００円の会費では思うように積立金を確保で

きなかったことも規則改正の一因となった。 
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（表１） 

  
平成１０年度～平成２０年度の共済会会員数平成１０年度～平成２０年度の共済会会員数平成１０年度～平成２０年度の共済会会員数平成１０年度～平成２０年度の共済会会員数    

   

 
  H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

 

 
Ａ 会 員 543 570 613 622 654 674 694 700 696 715 723 

 

 
Ｂ 会 員 78 76 81 79 79 82 81 78 77 80 85 

 

 
計 621 646 694 701 733 756 775 778 773 795 808 

 
※ 前年度との比較 25 48 7 32 23 19 3 -5 22 13 

 
※ H10 との比較(808-621) 

        
187 増加 

※ 平均(187/11) 
         

17 
 

※ １２年間(17×11 年) 
         

204 増加 

※ １２年後(H32)会員数 
        

1,012 人を想定 

                              ※共済会決算書から 

上記のとおり、共済会の会員数はＨ１０年度の６２１人からＨ２０年度までに１８７人の増

となっていることが分かる。毎年度増減はあるものの年平均１７人と増加傾向を示している。

このまま単純に増え続けると、１１１１２２２２年後年後年後年後ののののＨＨＨＨ３３３３２２２２年度年度年度年度にはにはにはには、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる保険業法保険業法保険業法保険業法のののの１１１１，，，，００００００００００００人人人人

のしばりをのしばりをのしばりをのしばりを超超超超えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があがあがあがあるるるる。。。。この場合、保険業法の適用となり運営主体の変更が求められ、

保険業法による保険会社並みの各種規制を受けつつ、なおかつ、金融庁への報告義務等も発生

するなど、医師会事業として適当ではない。したがって、解散や他事業への移管も視野に入れ

なければならない。ただ、同時並行に高齢化が進み退会者が増えることも予想され、加入者の

減少も考えられるなど難しい対応と判断が求められているところである。 

 

（（（（２２２２））））共済会会費共済会会費共済会会費共済会会費 

  図２のとおり、現行の共済会の会費を参考までに示した。昭和５７年から現行の会費 

で運営されてきた。 

• Ａ会員Ａ会員Ａ会員Ａ会員 ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円

• Ｂ会員Ｂ会員Ｂ会員Ｂ会員 ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円

• 高齢会員（７７歳以上、１０年加入）高齢会員（７７歳以上、１０年加入）高齢会員（７７歳以上、１０年加入）高齢会員（７７歳以上、１０年加入）

１，０００円１，０００円１，０００円１，０００円

沖縄県医師会共済会 2

図２図２図２図２ 沖縄県医師会共済会月額会費
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共済会の会費は昭和５７年度から今日まで２７年間に亘り現会費で運営されてきたが、 

この度の制度改正がなければ、医師会の中でも最優良事業であり現行の会費でも充分運営が可

能である。 

（（（（３３３３））））共済会共済会共済会共済会のののの給付内容給付内容給付内容給付内容 

 図３は、共済会の給付金の項目である。現在、傷病により就業不能となった場合に給付 

される傷病見舞金と台風や火災などの被災に対して給付される災害見舞金と、加入者が死 

亡した場合に給付される死亡弔慰金の３種類で構成されている。 

図３ 沖縄県医師会共済会の給付内容①

• 傷病見舞金

１日当り １５，０００円×１８０日限度

最高 ２７０万円

• 死亡弔慰金

最低１０万円～最高６０万円

• 災害見舞金

１００万円を限度として、災害の程度による

沖縄県医師会共済会 3
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図４ 沖縄県医師会共済会の給付内容②

• 傷病見舞金（満額受給の場合）

1日当り 15,000×180日=２７０万円

• 死亡弔意金（20年以上加入）

最高 ６０万円

• 合計 ３３０万円

• 社会通念上の給付水準とはいえないので、
金融庁から指摘を（保険業法上の）受ける

可能性大。（監督指針から）

沖縄県医師会共済会 4

 

（（（（４４４４））））公益法人公益法人公益法人公益法人がががが行行行行うううう共済事業共済事業共済事業共済事業とととと保険業保法保険業保法保険業保法保険業保法のののの関係関係関係関係 

 金融庁は、「平成２０年１２月１日より、民による公益の増進を目指した公益法人制度改 

革法が施行されたのに伴い、現在、公益法人が行っている保険（共済）事業については、 

新法人への移行により、公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督が 

なくなることから、保険業法の規制となる」として、公益法人に対して指針を示した。以 

下（図５）、つぎのとおりである。社会通念上妥当な金額とは「１０万円」以内として、示さ

れている。 



 

 

8 

 

図５ 公益法人が行う共済事業と保険業法との関係

• 平成１８年４月１日時点から現在までに共済事業を行っている公益法人
においては、新法人への移行登記まで（平成２５年１１月）に、下記のよう
に、保険業法に則した対応が必要。

• （１）共済事業契約による保障内容を継続する場合には、新法人への移
行登記に併せ、以下の対応が考えられる。

• ①新法人（一般社団）を少額短期保険業者に登録して、共済事業を継続
する。

• ②既存の保険会社や、新しく設立する保険会社に対して、共済事業を譲
渡して継続する。

• ③既存の制度共済（生協・事業協同組合）や、新しく設立する制度共済に
対して、共済事業を譲渡して継続する。

• ④給付金額を、慶弔見舞金として社会通念上妥当な金額の範囲内に変
更して継続する。（社会通念妥当な金額→１０万円以内）

• ⑤保険会社との間で、当該共済事業に類似した内容の団体保険を締結
して、実質的に継続する。 （H20･12月１日 金融庁）

沖縄県医師会共済会 5

 

図５に示したとおり、傷病見舞金を満額受給して死亡した場合には弔慰金と合わせ 

て３３０万円となる。 

この場合、給付金額が大きいので税務申告が発生することも予め念頭にいておくべきであろ

う。傷病見舞金については、確定申告の際「雑所得」として申告納付の義務が発生することに

なる。死亡弔慰金については、遺族に給付されるものであるから、「相続税」が課される場合

もあるので、これは給付の際に今後とも指導をすることが求められる。 

また、冒頭でも述べたように、改正保険業法は、根拠法のない共済会等について、慶弔 

見舞金等の給付が、「社会通念上その給付金額が妥当なもの」として、「１０万円以下」と 

することが指針*9で公示されていることから、本共済会としてもこれらの通知を踏まえて医 

師会事業として継続することが極めて難しいとことを認識しておく必要がある。 

 

 

 

                                                                    
9 金融庁：少額短期保険業者向けの監督指針 http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syougaku/03.html 

（注１）一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に 

認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない。 

上記の「社会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10 万円以下とする。このように、保険業法適用団体と

除外団体（根拠法のない共済事業実施団体等）との整合性から金融庁の対応は適用除外団体についても、同様

な給付額で対応するよう指導をおこなうものと思われる。 
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（（（（５５５５））））共済会共済会共済会共済会のののの財務内容財務内容財務内容財務内容（（（（共済会共済会共済会共済会のののの財産財産財産財産）））） 

 図６は、平成２０年度沖縄県医師会共済会決算から抜粋したものである。特筆すべき 

は、資産合計が４億、負債が２億、差引２億以上の財産があることである。したがって、 

解散をした場合においてもなお２億以上の財産を有していることである。昭和５７年に会 

費を３，０００円に引き上げた結果、これまで２７年間の間に２億以上の財産を築いたこ 

とになる。 
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図６ 財産目録(H21･3･31現在)

(資産の部） （単位：千円）

• 流動資産（現金） １５，４８９

• 固定資産（積立金） ４０３，５３９

• 資産合計資産合計資産合計資産合計 ４１９，０２８４１９，０２８４１９，０２８４１９，０２８
(負債の部)

• 退会引当金 １９６，６５０

• 負債合計負債合計負債合計負債合計 １９６，６５０１９６，６５０１９６，６５０１９６，６５０
• （財産）

• 正味財産正味財産正味財産正味財産 ２２２，３７８２２２，３７８２２２，３７８２２２，３７８

 

（（（（６６６６））））貸付貸付貸付貸付済額済額済額済額１１１１億億億億８８８８千万円千万円千万円千万円とととと中部地区医師会学債購入予定額中部地区医師会学債購入予定額中部地区医師会学債購入予定額中部地区医師会学債購入予定額１１１１億円億円億円億円のののの取扱取扱取扱取扱はははは 

図６に示したように、共済会は現預金と合わせて４億以上有することにより、沖縄県医会 

会館建設にあたり、積立金から１億８千万円を県医師会へ貸し付けた経緯がある。これは毎年 

度１，０００万円づつ償還することとなっている。（１８年間無利息） 

 さらに、２００７年（平成１９年）６月２７日開催の第１８４回臨時代議員会*10において中

部地区医師会から、看護学校建設にあたり「学債」を発行して建設資金を関係者から募った経

緯があり、この償還について、相当の資金が必要であるとして共済会に対しても、同様に学債

購入の提案がなされて承認がなされたところである。購入予定金額は１億円を予定していると

ころである。この件に関しても、共済会の移管や解散に際してどのような対応をとるのか検討 

を要するところである。この対応については、後述することにする。 

                                                                    
10 ２００７年（平成１９年）６月２７日開催の臨時代議委員会において「中部地区医師会の学債償還時であ

る平成２３年度を目処に共済会積立金残高をみて購入額を決定する」として承認決定。（代議員会議事録から） 
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 第第第第３３３３章章章章    九州各県医師会九州各県医師会九州各県医師会九州各県医師会のののの対応対応対応対応とととと共済会共済会共済会共済会 

（（（（１１１１））））九州各県医師会共済会九州各県医師会共済会九州各県医師会共済会九州各県医師会共済会・・・・互助会互助会互助会互助会のののの対応対応対応対応 

「「「「共済会共済会共済会共済会」」」」九州各県医師会九州各県医師会九州各県医師会九州各県医師会のののの状況状況状況状況・・・・対応対応対応対応    

    

 会員数会員数会員数会員数    月会費月会費月会費月会費    積立金積立金積立金積立金    貸付金額貸付金額貸付金額貸付金額    今後今後今後今後のののの対応対応対応対応    備備備備    考考考考    

福岡県福岡県福岡県福岡県    3,3003,3003,3003,300                    21212121年年年年3333月解散月解散月解散月解散    

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    700700700700        2222億億億億8888千万千万千万千万        今後検討今後検討今後検討今後検討        

長崎県長崎県長崎県長崎県    1,4441,4441,4441,444    5,0005,0005,0005,000    10101010億円億円億円億円        今後検討今後検討今後検討今後検討        

熊本県熊本県熊本県熊本県    2,8002,8002,8002,800        2222億円億円億円億円        検討検討検討検討中中中中        

大分県大分県大分県大分県    800800800800        3333億円億円億円億円        今後検討今後検討今後検討今後検討        

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県    1,4001,4001,4001,400    5,0005,0005,0005,000    15151515億円億円億円億円    3333億億億億8888千万千万千万千万    1,0001,0001,0001,000以下以下以下以下でででで継続継続継続継続        

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県    1,6471,6471,6471,647    4,0004,0004,0004,000    2222億億億億2222千万千万千万千万        保険会社保険会社保険会社保険会社にににに相談中相談中相談中相談中        

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県    808808808808    3,0003,0003,0003,000    4444億円億円億円億円    1111億億億億8888千万千万千万千万    今後検討今後検討今後検討今後検討        

（出所：H21･7･17 九州医師会連合会事務局長連絡協議会資料から著者編集作成） 

平成２１年７月１７日、福岡県医師会館にて九州医師会連合会事務局長連絡協議会が開催さ

れ、改正保険業法と公益法人制度改革に伴う保険事業（共済・互助事業）の対応について意見

交換が行われた。 

表に示したとおり、解散をした福岡県を除いて各県とも他府県の動きを見ながら対応を検討

しているところである。 

福岡県医師会は、３，３００人の加入者を擁しその規模も最大であった。したがって、１，

０００人以上の規制がある改正保険業法と公益法人改革関連３法の施行に伴い、いろいろと検

討をしたもののやむなく解散に至った。 

（（（（２２２２））））福岡県医師会福岡県医師会福岡県医師会福岡県医師会互助会互助会互助会互助会のののの解散解散解散解散までのまでのまでのまでの対応対応対応対応 

福岡県医師会の互助会は、その会員数が３，３００人という大きな互助会ということもあ

り、平成18年4月1日から施行された改正保険業法との兼ね合いから早くからその対応をとる必

要があった。折りしも、平成２０年１２月から施行された「公益法人制度改革関連三法」と相

まって、新たな公益法人に移行するうえで互助会に対する法的経過措置が認められないとのこ

とを受けて、互助会の今後の対応を検討することに迫られ、福岡県医師会は特別検討委員会を

設置した。検討委員会は、当初から１，０００人以上の互助会や共済会は改正保険業法の適用

を受けることなり、継続は困難であるとして解散を視野に入れた検討委員会となった。 

 委員会設置後、理事会・総代会・総会そして財産の処分を検討するための特別検討委員会も

開催するなど、約１年をかけて解散に向けた合意作りを精力的に推し進めてきた。 

 解散についても順調に進められ特に混乱はなく、解散後の対応として新たに作られた保険商 



 

 

11 

 

についても、２，１００*11人以上が加入するなど解散にあたって会員から理解が得られたもの

と思われる。 

 福岡県医師会互助会、特別検討委員会の「答申書」については、今後の共済事業を検討する

うえで、貴重な意見が凝縮されているので是非参考にすべきである。 

――――――――――――    福岡県医師福岡県医師福岡県医師福岡県医師互助会互助会互助会互助会のののの今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて((((答申答申答申答申書書書書全全全全文文文文))))    ――――――――――――    

(主旨〉 

平成18年4月1目任意共済の契約者保護を目的に改正保険業法が施行され、福岡県医師互助会も

原則保険業法が適用になります。現行のままでは、任意共済（根拠法をもたない共済）である

互助会の運営は、保険業法上できなくなりますが、現在の公益法人が実施している任意共済は

保険業法附則第5条*12により、「特定保険業として当分の間、経過措置*13があります」。 

一方、公益法人制度改革関連三法が平成20年5月26目成立し、平成20年12月1日から施行予定で

あります。福岡県医師会は新たな公益法人に移行する方向で準備を進めておりますが、移行し

た時点で経過措置は認められず、福岡県医師互助会は保険業法の適用を受けることとなり運営

ができなくなります。 

以上の状況において、福岡県医師互助会の今後について検討を迫られることとなり、理事長よ

り諮問を受け、「特別検討委員会」を設置し、医師互助会の今後のあり方について検 討を進

めてまいりましたが、特別検討委員会において以下の結論に達しました。 

――――――――――――    福岡県医師互助会答申書福岡県医師互助会答申書福岡県医師互助会答申書福岡県医師互助会答申書（（（（結結結結論論論論））））    ――――――――――――    

①公益法人制度改革は1)一般法人2)公益法人からなり、移行期間は5年間、その間は特別民法

法人となる。現在の医師会の社団法人は5年後の平成25年12月31日までに1)又は2)の申請をし

ない場合は解散となる。 

一方、改正保険業法は当分の間、経過措置の猶予期間があるが、法人格が新しい法人に移行し

た場合、福岡県医師互助会は続けていけなくなること。 

②医師互助会解散後、これに替わるミニ保険会社設立などは、事務所を含め医師会とは別に設

置しなければならず、そうなれば事務所費や人件費、収入に応じた税金等が発生し、現在の会

費額や給付額のままでは到底成り立たず、永続性も望めないこと。 

③今まで地域医師会に入会・退会手続きや、休業給付金の申請など事務作業を委託して運営し

ていたが、地域医師会で新しい公益社団法人への移行を検討していることから、それらの委託

は今後できなくなること。 

④これからの互助会は、会員の高齢化及び会員数の減少により支出超過となり、将来的な継続

性に不安があること。従って、互助会の存続は不可能であり、解散も不可避という結論に達し

                                                                    
11

 解散後、損保ジャパンに保険を作らせ２，１００名余が加入した。（出所：H21･7･17 九州医師会連合会事務

局長連絡協議会資料から） 
12 改正保険業法附則第５条５項により「当分の間」経過措置が適用され、募集規制に関する保険業法の一部

が適用されるが、新たな公益法人や一般社団等に移行することで、附則第５条の適用がなくなる。 
13 さらに当該経過措置は、いわゆる公益法人改革整備法(平成 18 年法律 50 号)による保険業法の改正により平

成 25 年 11 月末には終了し、保険業法が全面的に適用されることとなる(金融庁)。 
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ました。 

――――――――――――    福岡県医師互助会今後福岡県医師互助会今後福岡県医師互助会今後福岡県医師互助会今後のののの日程日程日程日程    ――――――――――――    

①平成20年度総会において、平成21年3月31目をもって解散する。 

②新規募集は平成20年3月31日をもって行わない。 

③会費については、平成20年3月分まで徴収する。(平成20年4月以降から解散まで徴収しない) 

④休業給付金・弔慰金については、平成21年3月31日分までを対象とする。 

(申請書提出は、平成21年4月20日までとし、4月末に支払い) 

⑤平成21年3月31目の解散までの問に脱退された場合、現行の退会餞別金計算方法で行う.(既

納会費×1/3一(休業給付支給額)) 

⑥財産処分については、解散以降に互助会会員へ還付する。 

なお、今後の対応について検討を図るため福岡県医師互助会「財産処分検討委員会」を設置す

る。(解散後の互助会会員への還付金額等についても、本委員会で検討する)財産処分について

は、今後の総代会で諮る。    

（出所：H21･7･17 九州医師会連合会事務局長連絡協議会資料から著者編集作成） 

――――――――――――――――――――――――    ◆◆◆◆    ――――――――――――    ◆◆◆◆    ――――――――――――    ◆◆◆◆    ―――――――――――――――――――― 
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●●●●福岡県医師互助会解散福岡県医師互助会解散福岡県医師互助会解散福岡県医師互助会解散までのまでのまでのまでの動動動動きききき 

下記のとおり、福岡県医師互助会の解散までの手続きと対応について、時系列にしたので、

併せて参考とされたい。 

（（（（福岡県医師互助会解散福岡県医師互助会解散福岡県医師互助会解散福岡県医師互助会解散までまでまでまで）））） 

年年年年 月月月月 会議会議会議会議・・・・検討委員会等検討委員会等検討委員会等検討委員会等 協議結果協議結果協議結果協議結果・・・・内容等内容等内容等内容等 

H20 １１１１月月月月２３２３２３２３ 特別検討委員会特別検討委員会特別検討委員会特別検討委員会    各各各各ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ世話世話世話世話

人人人人、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者、、、、顧問会計士顧問会計士顧問会計士顧問会計士でででで

検討会開催検討会開催検討会開催検討会開催     

解散解散解散解散やむなしのやむなしのやむなしのやむなしの答申答申答申答申 

 ２２２２月月月月２１２１２１２１ 理事会理事会理事会理事会にてにてにてにて審議審議審議審議     解散了承解散了承解散了承解散了承 

 ３３３３月月月月０４０４０４０４ 臨時総代会臨時総代会臨時総代会臨時総代会 解散止解散止解散止解散止むむむむ得得得得ずずずず 

 ３３３３月月月月３１３１３１３１ 新規募集新規募集新規募集新規募集のののの停止停止停止停止  

 ４４４４月月月月０１０１０１０１ 会費徴収会費徴収会費徴収会費徴収のののの停止停止停止停止  

 ６６６６月月月月１７１７１７１７ 総会総会総会総会 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日解散決定日解散決定日解散決定日解散決定 

 ７７７７月月月月１８１８１８１８ 特別検討委員会特別検討委員会特別検討委員会特別検討委員会    各各各各ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ世話世話世話世話

人人人人、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者、、、、顧問弁護士顧問弁護士顧問弁護士顧問弁護士・・・・

会計士会計士会計士会計士でででで検討会開催検討会開催検討会開催検討会開催     

互助会互助会互助会互助会のののの財産処分財産処分財産処分財産処分のののの検討検討検討検討（（（（１１１１回目回目回目回目）））） 

 

 １１１１１１１１月月月月２０２０２０２０ 特別検討委員会特別検討委員会特別検討委員会特別検討委員会 互助会互助会互助会互助会のののの財産処分財産処分財産処分財産処分のののの検討検討検討検討（（（（２２２２回目回目回目回目）））） 

 １２１２１２１２月月月月 有限会社有限会社有限会社有限会社ケンイケンイケンイケンイ（（（（指定代理店指定代理店指定代理店指定代理店））））

からからからから 

互助会解散後互助会解散後互助会解散後互助会解散後のののの代替保険商品代替保険商品代替保険商品代替保険商品のののの案内開始案内開始案内開始案内開始 

H21 ３３３３月月月月１０１０１０１０ 全全全全理理理理事会事会事会事会 会員会員会員会員へのへのへのへの還付金還付金還付金還付金のののの計算方法承認計算方法承認計算方法承認計算方法承認 

 ３３３３月月月月２７２７２７２７ 臨時総代会臨時総代会臨時総代会臨時総代会 還付金還付金還付金還付金のののの計算方法承認計算方法承認計算方法承認計算方法承認 

 ３３３３月月月月３１３１３１３１ 解散解散解散解散 休業給付金休業給付金休業給付金休業給付金・・・・弔意金弔意金弔意金弔意金３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで対象対象対象対象。。。。 

 ４４４４月月月月０１０１０１０１ 有限会社有限会社有限会社有限会社ケインケインケインケイン（（（（福岡県医指定福岡県医指定福岡県医指定福岡県医指定）））） 新保険商品新保険商品新保険商品新保険商品でのでのでのでの保障保障保障保障もももも継続可能継続可能継続可能継続可能 

（出所：H21･7･17 九州医師会連合会事務局長連絡協議会資料から著者編集作成） 

（（（（３３３３））））福岡県医師会互助会還付金福岡県医師会互助会還付金福岡県医師会互助会還付金福岡県医師会互助会還付金のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ 

    ①①①①解散前解散前解散前解散前のののの退会退会退会退会（（（（３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日のののの解散解散解散解散までのまでのまでのまでの間間間間のののの退会退会退会退会者者者者）））） 

        計算根拠計算根拠計算根拠計算根拠                                     計算式計算式計算式計算式 

現行現行現行現行のののの規定規定規定規定でででで計算計算計算計算 （（（（既納会費既納会費既納会費既納会費××××1/3――――（（（（休業給付支給額休業給付支給額休業給付支給額休業給付支給額）））））））） 

 

②②②②４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降のののの解散後解散後解散後解散後のののの対応対応対応対応（（（（解散後解散後解散後解散後のののの財産処分財産処分財産処分財産処分にににに伴伴伴伴うううう互助会員互助会員互助会員互助会員へのへのへのへの支給支給支給支給）））） 

        計算根拠計算根拠計算根拠計算根拠                                     計算式計算式計算式計算式 

総代会総代会総代会総代会でのでのでのでの決定事項決定事項決定事項決定事項 基本額基本額基本額基本額４４４４万円万円万円万円+（（（（既納会費既納会費既納会費既納会費××××40%――――（（（（傷病見舞金傷病見舞金傷病見舞金傷病見舞金）））） 

    上記のとおり、解散前と解散後の対応を明確にするため、福岡県医師会は「互助会財産処分

検討委員会」を設置して、残余財産の対応をつぎのとおり決定した。同様に、検討委員会の意

見についても、参考となるので提示する。 
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  ――― 福岡県医師互助会「財産処分検討委員会」の意見のとりまとめ ――― 

平成20年6月17目開催の総会において福岡県医師互助会が平成21年3月31目を以って解散の

決定がなされた。互助会財産処分を行うための検討委員会を設置。 

7月18目、11月20目に顧問弁護士並びに顧問会計士を交え、互助会財産処分について検討を

進め、下記のとおり意見を取りまとめた。 

 

会員への還付 

①還付金額は、20年度末残高財産より算出する。 

②還付金額は、それぞれ会員毎に、基本額(4万円)+(既納会費×40%一傷病見舞金)とする。 

例えば、互助会34年間加入の場合は、基本額4万円+既納会費100万円×40% 合計44万円の還付

となります。但し、傷病見舞金の支給のある場合は、その額を差し引きます。 

 

・加入者3,265名 

・平成20年度積立金及び収支残金は9億2,0OO万円 

・還付金額は、8億4,400万円 

・還付金支払い後の残金7,600万円については、事務手数料等として郡市医師会、県医師会で

処理する。 

 

（出所：H21･7･17 九州医師会連合会事務局長連絡協議会資料から著者編集作成） 

――― ■ ――― ■ ――― ■ ――― 
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第第第第４４４４章章章章    公益法人制度改革法公益法人制度改革法公益法人制度改革法公益法人制度改革法のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴うううう共済会共済会共済会共済会のののの今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと考考考考ええええ方方方方（（（（日医日医日医日医）））） 

（（（（１１１１））））事業継続事業継続事業継続事業継続へのへのへのへの考考考考ええええ方方方方とととと医師会医師会医師会医師会がががが行行行行うううう共済共済共済共済・・・・互助事業互助事業互助事業互助事業についてについてについてについて 

日本医師会は、８月１７日付で、各都道府県医師会宛て「医師会が行う共済・互助事業につ

いて」主な留意事項を整理して、つぎのとおり通知をした。 

本会の場合、１，０００人以下であることから、今回の通知の中にはその考え方が示されて

ないことから、改めて本会から再確認の意味で欄外「１，０００人以下」の考え方につい照会

をして回答をいただくことができたので、下記に示した。 

 

 

 

（（（（１１１１，，，，００００００００００００人以下人以下人以下人以下とととと給付額給付額給付額給付額のののの関係関係関係関係についてについてについてについて））））     

図の欄外の※の「１，０００名以下」の考え方について、日本医師会に照会をしたところ、

以下のとおり回答があった。（平成２１年８月２４日、日医年金税制課回答） 

①加入者が１，０００名以下であっても、給付水準が社会通念上妥当（１０万円以下）と認め

られない時には、当該共済が保険業法の適用対象となる可能性がある。 

②問い合わせの事例（沖縄県医師会共済会）は、給付水準が高く社会通念上許容される給付水

準とは言い難いので、１，０００名以下ではあるが、保険業法の適用対象となる可能性がない

とは言い切れない。 
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 以上が、１，０００人以下共済会に対する考え方である。推測の域ではあるが、１，０００

人以上との整合性から考慮すると、例え１，０００人以下であっても何らかの指摘を受けるこ

とは避けられなであろう。 

（（（（２２２２））））医師会医師会医師会医師会がががが運営主体運営主体運営主体運営主体になることがになることがになることがになることが極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しいしいしいしい内容内容内容内容となったとなったとなったとなった 

 

 

 

 上記の表で確認をとるべき事項として（１）の特例民法法人である本会の対応は、「移行ま

でに保険業法の対応をとる」として、保険業法内での給付事業が求められている。 
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（（（（３３３３））））給付水準給付水準給付水準給付水準をををを社会通念上妥当社会通念上妥当社会通念上妥当社会通念上妥当なななな金額金額金額金額にしてもにしてもにしてもにしても積立金積立金積立金積立金がががが遊休財産遊休財産遊休財産遊休財産になるになるになるになる 

 

 

 

 上記の表でみる限り、今後の選択肢として（Ｅ）の「給付水準の見直し」、（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）のののの現行制度現行制度現行制度現行制度

をををを廃止廃止廃止廃止・・・・代替制度代替制度代替制度代替制度にににに移行移行移行移行、、、、（Ｇ）の廃止、の３つの選択肢が上げられる。（Ｅ）の給付水準の見

直しは、年間総額１０万円以内（１人当り）であり、これまでの給付内容からすると極めて薄

い内容となり、共済本来の目的には程遠いものがある。また、積立金についても遊休財産とし

て取り扱われ認可申請時において適切ではない。（Ｆ）の選択肢が最も適切な対応と思われる。 
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（（（（４４４４））））県医師会県医師会県医師会県医師会へのへのへのへの１１１１億億億億８８８８千万千万千万千万のののの貸付貸付貸付貸付とととと１１１１億円億円億円億円のののの「「「「学債学債学債学債」」」」購入購入購入購入についてについてについてについて 

①共済会は、沖縄県医師会会館建設にあたり、積立金から１億８千万円を県医師会へ貸 

し付けた経緯がある。これは毎年度１，０００万円単位で償還することとなっている。（１

８年間無利息：平成３８年度までに）。この取扱については、慎重に特別検討委員会（仮

称）において審議が必要となってくるところである。 

 ②２００７年（平成１９年）６月２７日開催の第１８４回臨時代議員会において中部地区医

師会から、看護学校建設にあたり１億円の「学債」購入の決議承認がなされているところ

である。したがって、特別検討委員会（仮称）に合意形成が求められる。 

 

（（（（５５５５））））今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてまとめについてまとめについてまとめについてまとめ 

    以下、今後の検討課題について、つぎのとおりまとめたので列記した。今後、数回を目処に

検討員会の中で論議していくことが求められる。 

課題・検討項目   

①解散について 

②解散の場合は、Ｈ２２年４月以降の会費は 

③Ｈ２２年４月以降新規会員を募集しない 

④給付金等はいつまで対象とするのか 

⑤解散後、保険会社への代替商品は 

 

 

特別検討委員会 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

H21･12 月～H22･1 月 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

 

 

（（（（６６６６））））共済会共済会共済会共済会「「「「財産処分財産処分財産処分財産処分」」」」についてまとめについてまとめについてまとめについてまとめ 

    解散の決議がなされたあとの対応として、共済会の財産の処分が必要となってくる。この対

応についても、大変難しい検討事項があり、下記に示した数回の特別検討委員会を開催して 

その対応を協議することを提案したい。 

課題・検討項目   

①貸付金額１億８千万は 

②中部地区医師会学債１億は 

③Ｈ１０年４月以降徴収した会費は返還するのか 

 

特別検討委員会 

   〃 

   〃 

    

    

H22･6 月～11 月 

H22･6 月～11 月 

H22･6 月～11 月 
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第第第第５５５５章章章章    まとめまとめまとめまとめ 

さて、これまで「公益法人制度改革法」や「改正保険業法」から本会の共済会に与える影響

と問題点を取り上げてきたが、以下、本会共済会の選択肢として、つぎのような選択肢が考え

られる。前述の課題やこれまで指摘した箇所と重複する部分もあるが、以下、つぎのとおり示

した。 

 選 択 肢 対 応 

 １，解散を視野に入れた検討を開始する 

２，解散後の財産の処分を検討する 

３，解散後の新商品について検討する 

 

 

特別検討委員会（仮称） 

特別検討委員会（仮称） 

損保ジャパン沖縄支店 

 

１１１１，，，，解散解散解散解散をををを視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた検討検討検討検討をををを開始開始開始開始するするするする 

 これまで、共済会の継続について検討を加えたが、どれも公益法人の認可を得るには、共済

会の事業継続は極めて難しいものがあった。繰り返しになるが、①保険業法のシバリは無いも

のの同法の規制に準じて現行の給付水準を１０万以下に引き下げてまで、共済事業を継続する

メリットはあるのか。おそらく、引き下げの選択肢は検討を要しないとものもと思われる。②

一方で、共済会の積立金は、公益法人へ移行する場合は、公益認定基準の遊休財産として認定

され公益申請の際適切でない。また、一般社団へ移行する場合は、公益目的財産額となり公益

目的支出計画書*14を作成して、毎年度に亘り共済事業の目的外に積立金の消費支出が求められ

共済会本来の事業を継続することは難しいものがある。 

③医師協同組合へ移管して事業運営を続ける選択肢はあるのか。協同組合に移管しても、保険

業法の規制を受ける可能性もあり得る。本会の給付額は、決して低い額ではない。社会通念上

から考慮した場合高い位置にある。したがって、協同組合と他の法人へ移管しても同様な指摘

が（当局から１０万円以下に指導）予測される。また、剰余金が生じた場合の取扱について税

法上問題も発生してくる。したがって、残された選択肢は解散を視野に入れた対応が求められ

る。ただ、解散までには様々な手続きが必要となってくる。特別検討委員会における慎重審議

が求められてくる。 

２２２２，，，，解散後解散後解散後解散後のののの財産処分財産処分財産処分財産処分をををを検討検討検討検討するするするする 

 ①さて、解散にあったて、最も検討を要する事項が財産の処分方法となる。本共済会におけ 

る財産処分の検討を要する事項としてつぎの項目が考えられる。 

 イ：昭和４７年～平成１０年３月３１日までの会費は全額還付する。この件については 

 

                                                                    
14
公益目的支出計画書「整備法第１１９条」一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。一部抜粋「公益目的財産

額･･･に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零となるまでの計画を毎年度作成しなければ

ならない。」 



 

 

20 

 

平成１０年第１６１回開催の定例代議員会*15にて承認決定済み。特に検討は要しな 

いが、支払い期日や支払い方法などについて、確認をしておく必要がある。 

   ロ：平成１０年４月１日以降の会費は還付しないことになっているが、この平成１０ 

     年４月１日以降の会費をどのように取り扱うのか、還付の義務はないもののやはり 

     検討を要するであろう。ただしただしただしただし、、、、このこのこのこの還付還付還付還付はははは貸付金貸付金貸付金貸付金１１１１億億億億８８８８千万円千万円千万円千万円のののの償還償還償還償還がなければがなければがなければがなければ 

対応対応対応対応できないのでできないのでできないのでできないので、、、、全額医師会全額医師会全額医師会全額医師会からからからから一括一括一括一括返済返済返済返済がなされたがなされたがなされたがなされた場合場合場合場合をををを想定想定想定想定したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。 

            ハ：沖縄県医師会への貸付金（会館建設特別会計貸付金）１億８千万円の取扱は、どの

ように対応するのか。（毎年度１千万円の１８年間の償還）県医師会に寄付金とし

て処理するのも選択肢のひとつである。 

   ホ：解散の場合、中部地区医師会への「学債購入１億円」は、どのような対応をとって

いいものか、中部地区医師会へ納得のいく説明が求められる。 

３３３３，，，，解散後解散後解散後解散後のののの新商品新商品新商品新商品についてについてについてについて検討検討検討検討するするするする 

 ①解散後における対応として、保険会社による「代替保険商品」を新設して、現行共済会の 

保障内容に準じたものを前提に商品開発をしていただく。②当然ながら、掛金の水準も検討を 

していただき、現行よりも低くなるよう働き掛ける。 

 

 おわりにおわりにおわりにおわりに、、、、今回急ぎ公益法人制度改革関連法の成立に伴う、共済会の経営環境を考察して 

みた。まだまだ、指摘した事項以外に課題があると思われる。今後、日本医師会はじめ九州各 

県の動きも見ながら共済会の方向性を検討しなければならないであろう。 

                                                                    
15 平成１０年３月２５日、第１６１回定例代議員会にて第７号議案として「沖縄県医師会共済会規則の一部改 

正案」が上程され、還付金の取扱は「第８条 既納会費はその事由にかかわらず還付しない・・・以下略」と

して承認された経緯がある。（第１６１回定例代議員会議事録から）。 


